
高年齢者雇用状況等報告Ｑ＆Ａ（令和３年６月１日時点） 

 

【⑩継続雇用制度】 

Ｑ１－１： 

希望者全員を 65 歳まで継続雇用する制度を就業規則に規定しています。「→a

継続雇用先」には、65 歳未満、65 歳以上の２つの選択肢がありますが、65 歳未

満をチェックすればよいでしょうか。 

Ａ１－１： 

希望者全員を 65 歳まで継続雇用する場合は 65 歳が含まれるため、「→a 継続

雇用先」には、「65 歳未満」における継続雇用先に加え「65 歳以上」での継続

雇用先の両方をチェックしてください。 

  

Ｑ１－２： 

希望者全員を 65 歳まで継続雇用する制度を就業規則に規定しています。「→b

対象」には、どのようにチェックすればよいでしょうか。 

Ａ１－２： 

「→b 対象」には、「□（イ）希望者全員を対象（  歳まで雇用」の□にチ

ェックし、括弧書き内に 65 と記入してください。 

  

Ｑ１－３： 

希望者全員を 65 歳まで継続雇用する制度を就業規則に規定していますが、65

歳を超えて継続雇用する制度を導入していない場合はどのように記載すればよ

いでしょうか。 

Ａ１－３： 

上記のＡ１－１及びＡ１－２のとおり記載してください。その後⑪「継続雇

用制度の導入・改定予定」欄へお進みください。 

 

Ｑ１－４： 

「→b 対象」の基準の根拠の項目に、65 歳未満は「労使協定」、65 歳以上は「労

使合意」となっていますが、何か違いがあるのでしょうか。 

Ａ１－４： 

65 歳未満の継続雇用における経過措置に基づく対象者基準については、過半

数労働組合等との書面による協定（＝労使協定）によって定めることが法律に

より義務づけられているため、「労使協定」という語を使用しています。 

また、65 歳以上の継続雇用における対象者基準については、就業確保措置が



努力義務であることから、高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針

において対象者基準の設定については過半数労働組合等の同意を得ることが望

ましいとしているのみであり、書面によって定めることを法令上は求めていな

いため、「労使合意」という語を使用しています。 

 記載例としては、以下のとおりです。 

①平成 24 年法改正に基づき対象者を限定する基準を設けている場合 

65 歳を含めた基準の根拠を報告いただくため、「・基準（65 歳未満）の根拠」

及び「・基準（65 歳以上）の根拠」の両方にチェックをお願いします。この

場合、「労使合意」との表現となっていますが、「労使協定」も含めた用語とし

てご理解いただきチェックをお願いします。 

②経過措置に基づき 65 歳までは労使協定を締結して就業規則に反映し、65 歳

以上は労使合意を得ずに就業規則に継続雇用制度を規定している場合 

65 歳と 66 歳以上で基準の根拠が異なる場合は、66 歳以上の基準の根拠につ

いてチェックしてください。（ａ継続雇用先も同様の考え方となります。） 

具体的には、「・基準（65 歳未満）の根拠」には（ａ）にチェックし、「・

基準（65 歳以上）の根拠」は（ｂ）にチェックします。 

 

Ｑ１－５： 

平成 24 年改正法に基づく対象者を限定する基準に基づき、63 歳まで希望者全

員を継続雇用したあと、65 歳までは基準に該当する者だけを継続雇用の対象と

しています。どのように記載すればよろしいでしょうか。 

Ａ１－５： 

「→b 対象」には、「□（イ）希望者全員を対象（  歳まで雇用」の□にチ

ェックし、括弧書き内に 63 と記入し、その後、「更に基準に該当する者を  歳

まで雇用」に 65 と記入します。 

 その下の「・基準（65 歳未満）の根拠」及び「・基準（65 歳以上）の根拠」

の両方へ、該当する項目をチェックしてください（記入要領 11 ページの記入例

２をご参照ください。）。 

 

Ｑ１－６： 

希望者全員を 65 歳まで継続雇用した後、基準に該当する労働者のみを 70 歳

まで継続雇用することを就業規則に規定していますが、どのように記載すれば

よいでしょうか。 

Ａ１－６： 

「→ａ継続雇用先」の「・65 歳未満」に当てはまる 65 歳未満までの継続雇用

先すべてにチェックし、「・65 歳以上」には、当てはまる 65 歳以上の継続雇用



先すべてにチェックしてください。なお、65 歳以上であっても、65 歳と 66 歳

以上で継続雇用先が異なる場合は、66 歳以上の継続雇用先についてチェックし

てください。 

次に、「→b 対象」には、「□（イ）希望者全員を対象（  歳まで雇用」の□

にチェックし、括弧書き内に 65 と記入し、その後、「更に基準に該当する者を 

  歳まで雇用」に 70 と記入してください。 

 その後、「・基準（65 歳以上）の根拠」の（a）又は（b）いずれか該当する項

目をチェックしてください。 

 

Ｑ１－７： 

定年年齢 65 歳であり、定年年齢到達者のうち基準に該当する労働者のみを 70

歳まで継続雇用することを就業規則に規定していますが、どのように記載すれ

ばよいでしょうか。 

Ａ１－７： 

「→ａ継続雇用先」の「・65 歳未満」の項目は記載不要で、「・65 歳以上」

の当てはまる継続雇用先すべてにチェックしてください。 

次に、「→b 対象」には、「□（ロ）基準に該当する者を対象（  歳まで雇用」

の□にチェックし、括弧書き内に 70 と記入してください。 

その後、「・基準（65 歳以上）の根拠」の（a）又は（b）いずれか該当する項目

をチェックしてください。 

 

 

 

 

  



【⑫創業支援等措置（65 歳以上における業務委託・社会貢献）】 

Ｑ２－１： 

当社は定年制度を設けていないため、⑧「定年」欄で「□イ 定年なし」を

チェックしました。創業支援等措置については就業規則に規定していないため

⑫「創業支援等措置（65 歳以上における業務委託・社会貢献）」欄は空欄のまま

提出してよいでしょうか。 

Ａ２－１： 

雇用による就業の他、業務委託等の創業支援等措置を併せて導入し、労働者

の選択肢を広げる場合などを把握するため、該当する項目にチェックをお願い

します。 

なお、創業支援等措置を実施していない場合は、⑫「創業支援等措置（65 歳

以上における業務委託・社会貢献）」欄の「□ロ 創業支援等措置を実施してい

ない（運用により起業支援等を実施する場合を含む）」を必ずチェックしてくだ

さい。次に、⑬「創業支援等措置の改定予定」欄のイ～ニの当てはまる□にチ

ェックをしてください。イの場合は予定年月と導入・改定後の上限年齢の記載

及び（イ）～（ロ）に当てはまるものにチェックしてください。 

 

 

 

  



【⑭66 歳以上まで働ける制度等（定年の廃止・引上げ等を除く）の状況】 

Ｑ３－１： 

⑭「66 歳以上まで働ける制度等（定年の廃止・引上げ等を除く）の状況」欄

は、継続雇用制度等が就業規則に規定されていない場合に記入する項目でしょ

うか。 

Ａ３－１： 

⑭「66 歳以上まで働ける制度等（定年の廃止・引上げ等を除く）の状況」欄

については、66 歳以上まで働ける制度がまったくない場合の他、就業規則等に

規定していないものの 66 歳以上まで雇用する慣行がある場合や、対象者を限定

したうえで 66 歳以上まで雇用する制度を就業規則等に規定しているが、選定基

準が具体的・客観的な基準ではなく個別の判断（例：会社が必要と認める者、

上司の推薦がある者等）により継続就労が可能な場合に記載をしてください。 

 なお、⑧「定年」欄の「□イ 定年なし」や⑩「継続雇用制度」欄及び⑫「創

業支援等措置（65 歳以上における業務委託・社会貢献）」欄の年齢欄のいずれか

が 70 歳以上の場合（年齢の規定がない場合を含みます）は、この欄は空欄のま

ま提出してください。 

 

Ｑ３－２： 

⑭「66 歳以上まで働ける制度等（定年の廃止・引上げ等を除く）の状況」欄

に記入する場合は、⑩「継続雇用制度」欄の「□ロ 制度として導入していな

い（運用により継続雇用を行う場合を含む）」又は⑫「創業支援等措置（65 歳以

上における業務委託・社会貢献）」欄の「□ロ 就業支援等措置を実施していな

い（運用により起業支援等を実施する場合を含む）」にチェックされている場合

でしょうか。 

Ａ３－２： 

定年年齢が 70 歳未満であり、継続雇用制度または創業支援等措置を導入して

いる場合の上限年齢がいずれも 70 歳未満の場合は⑭欄を記載してください。   

なお、継続雇用制度や創業支援等措置については希望者全員を対象としてい

るか基準該当者のみ対象としているかは問いませんが、基準該当者の選定基準

が具体的・客観的な基準ではなく個別の判断（例：会社が必要と認める者、上

司の推薦がある者等）である場合は、⑩「継続雇用制度」欄の「→b 対象」の「更

に基準に該当する者を  歳まで雇用」、「→□（ロ）基準に該当する者を対象

（  歳まで雇用 」及び⑫「創業支援等措置（65 歳以上における業務委託・

社会貢献）」欄の「→□（ロ）基準に該当する者を対象（  歳まで就業支援」

の項目ではなく⑭「66 歳以上まで働ける制度等（定年の廃止・引上げ等を除く）

の状況」欄に記載してください。 



【⑰過去１年間の定年到達者等の状況（65 歳未満）】及び【⑱過去１年間の定年

到達者等の状況（65 歳以上）】 

Ｑ４－１： 

就業規則において、定年年齢 60 歳、希望者全員を 65 歳まで継続雇用する制

度を規定しています。該当者がいる場合は⑰「過去１年間の定年到達者等の状

況（65 歳未満）」欄又は⑱「過去１年間の定年到達者等の状況（65 歳以上）」欄

のどちらに記入するのでしょうか。 

Ａ４－１： 

過去１年間において、定年年齢 60 歳に達した労働者がいる場合は⑰「過去１

年間の定年到達者等の状況（65 歳未満）」欄へ記入してください。65 歳までの

継続雇用制度の上限年齢に到達し離職した者がいる場合は⑰「過去１年間の定

年到達者等の状況（65 歳未満）」欄の「（f）継続雇用の終了による離職者数」欄

に記入し、更に⑱「過去１年間の定年到達者等の状況（65 歳以上）」欄の「「（a）

定年到達者の総数（(b)+(c)+(f)+(g)+(h)）」及び「（b）定年退職者数（継続雇

用を希望しない者）」に記入してください。これは、就業規則等に定める継続雇

用制度等の就業確保措置が引き続き実施されないことから、便宜上、「（b）定年

退職者数（継続雇用を希望しない者）」に計上するものとしています。 

なお、これらの継続雇用制度の上限年齢に到達し離職した者であって、令和

３年４月１日～５月 31 日までの間に離職した者については「（i）就業確保措置

終了による離職者数」にも記入してください。 

 

Ｑ４－２： 

就業規則において、定年年齢 60 歳、希望者全員を 65 歳まで継続雇用する制

度を規定しています。就業規則に定めず運用により 66 歳以降も勤務していた従

業員が今年３月末に 72 歳で退職しました。この場合は、⑱「過去１年間の定年

到達者等の状況（65 歳以上）」欄へ計上する必要がありますか。 

Ａ４－２： 

就業規則等に規定されている制度ではない場合は、⑱欄に記入しないでくだ

さい。なお、65 歳の継続雇用制度の上限年齢に到達し離職した者がいる場合は、

上記のＡ４－１のとおり記入してください。 

 

Ｑ４－３： 

就業規則において定年年齢 60歳、希望者全員を 65歳まで継続雇用する制度、

更に基準に該当する者を 70 歳まで雇用することを規定しています。過去 1 年間

に、希望者全員を対象とした継続雇用制度の上限年齢65歳で退職する従業員と、

基準該当者を対象とした継続雇用制度の上限年齢70歳で退職する従業員がいま



すが、⑰「過去１年間の定年到達者等の状況（65 歳未満）」欄と⑱「過去１年間

の定年到達者等の状況（65 歳以上）」欄への計上方法はどうなりますか。 

Ａ４－３： 

⑰「過去１年間の定年到達者等の状況（65 歳未満）」欄の「（f）継続雇用の終

了による離職者数」に（ア）65 歳の継続雇用制度の上限年齢に到達し、70 歳ま

での継続雇用制度の対象とならずに離職した者の数と、（イ）70 歳までの継続雇

用制度の上限年齢に到達し離職した者の数、の合計を記入してください。 

次に、⑱「過去１年間の定年到達者等の状況（65 歳以上）」欄へ、65 歳の継

続雇用制度の上限年齢に到達した者及び70歳までの継続雇用制度の上限年齢に

到達した者の数の合計を「（a）定年到達者の総数（(b)+(c)+(f)+(g)+(h)）」及

び内訳となる(b)～(h)に計上してください。記入にあたっては、65 歳の継続雇

用制度の上限年齢に到達し離職した者については(b)～(h)の該当する項目に計

上し、70 歳までの継続雇用制度の上限年齢に到達し離職した者については「（b）

定年退職者数（継続雇用を希望しない者）」に計上してください。 

最後に、70 歳までの継続雇用制度の上限年齢に到達し令和３年４月１日以降

（５月 31 日まで）に離職した従業員の人数を「（i）就業確保措置終了による離

職者数」に記入してください。65 歳までの継続雇用制度の上限年齢に到達した

従業員については、就業規則上は 70 歳までの継続雇用制度が規定されているこ

とから、就業確保措置終了による離職者には含めません。 

 

Ｑ４－４： 

就業規則において定年年齢 68 歳と規定していますが、その後の継続雇用制度

を定めていません。過去１年間に定年年齢で退職した者が１人いますが、⑱「過

去１年間の定年到達者等の状況（65 歳以上）」欄にどのように記載すればよいで

しょうか。 

Ａ４－４： 

定年年齢到達後の就業確保措置がない場合は「定年到達者＝就業確保措置の

上限年齢に達した離職者」となりますので、「（a）定年到達者の総数（（b）

+(c)+(f)+(g)+(h)）」に１人と記入、内訳として「（b）定年退職者数（継続雇用

を希望しない者）」にも１人と記入、最後に「（i）就業確保措置終了による離職

者数」に１人と記入してください。 

 

Ｑ４－５： 

 就業規則において定年年齢 60 歳、希望者全員を 65 歳まで継続雇用、更に基

準に該当する者を 68 歳まで継続雇用、その後更に基準に該当する者を 70 歳ま

で創業支援等措置で従事できることを規定しています。⑰「過去１年間の定年



到達者等の状況（65 歳未満）」欄と⑱「過去１年間の定年到達者等の状況（65

歳以上）」欄への計上方法はどうなりますか。 

Ａ４－５： 

 ⑰「過去１年間の定年到達者等の状況（65 歳未満）」欄の「（f）継続雇用の終

了による離職者数」に（ア）65 歳の継続雇用制度の上限年齢に到達し、68 歳ま

での継続雇用制度の対象とならず離職した者の数と、（イ）68 歳までの継続雇用

制度の上限年齢に到達し離職した者の数、の合計を記入してください。 

次に、⑱「過去１年間の定年到達者等の状況（65 歳以上）」欄の(a)～(h)に（ア）

65 歳の継続雇用制度の上限年齢に到達し離職した者の数、（イ）68 歳までの継

続雇用制度の上限年齢に到達し離職した者の数及び（ウ）70 歳までの創業支援

等措置の上限年齢に到達し離職した者の数の合計を計上してください。 

なお、（ウ）70 歳までの創業支援等措置の上限年齢に到達し離職した者につい

ては「（b）定年退職者数（継続雇用を希望しない者）」に計上してください。 

最後に、70 歳までの創業支援等措置の上限年齢に到達し、令和３年４月１日

以降（５月 31 日まで）に離職した者の数を「（i）就業確保措置終了による離職

者数」に記入してください。 

 

  



【⑳過去１年間の継続雇用等の対象者に係る基準の適用（70 歳までの就業確保

措置関係）】 

 

Ｑ５－１： 

 定年年齢 65 歳、72 歳まで希望者全員を継続雇用したあと、75 歳まで基準に

該当する者だけを継続雇用することを就業規則に規定しています。70 歳までの

就業確保措置となっていますが、72 歳に到達した者の状況を記載すべきでしょ

うか。 

Ａ５－１： 

 70 歳までの就業確保措置関係と記載がありますが、65 歳以上の就業機会を提

供している企業の状況を幅広く把握するため、過去１年間（ただし、令和３年

度報告については令和３年４月１日から令和２年５月 31 日まで）において 72

歳に達した者の状況をご記入ください。 

 


